
 
 

告
示 

○
作
物
統
計
調
査
の
農
林
水
産
大
臣
が
定
め
る
件 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

平
成
十
四
年
四
月
三
十
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

農
林
水
産
省
告
示
第
千
四
号 

 

改
正
平
成
十
四
年 

六
月 

 

七
日
農
林
水
産
省
告
示
第
千
百
四
十
三
号 

同 

十
五
年 

六
月
二
十
五
日
同 

 
 
 
 
 
 

第
九
百
五
十
号 

同 

十
七
年 

四
月 

二
十
日
同 

 
 
 
 
 

第
七
百
九
十
六
号 

同 

十
八
年 

三
月
二
十
九
日
同 

 
 
 
 
 

第
四
百
三
十
七
号 

同 
十
八
年 

八
月 

三
十
日
同 

 
 
 
 
 

第
千
二
百
十
六
号 

同 
十
九
年 

三
月
二
十
九
日
同 

 
 
 
 
 
 

第
三
百
七
十
号 

同
二
十
一
年 

三
月 

十
八
日
同 

 
 
 
 
 

第
三
百
六
十
八
号 

同
二
十
二
年 
四
月
二
十
六
日
同 

 
 
 
 
 
 

第
六
百
八
十
号 

同
二
十
三
年 
六
月 

十
五
日
同 

 
 
 
 
 

第
千
百
五
十
九
号 

同
二
十
三
年 

八
月
三
十
一
日
同 

 
 
 
 

第
千
六
百
七
十
三
号 

同
二
十
四
年 

七
月
三
十
一
日
同 

 
 
 
 

第
千
八
百
七
十
三
号 

同
二
十
四
年
十
二
月
二
十
八
日
同 

 
 
 

第
二
千
七
百
七
十
八
号 

同
二
十
五
年 

三
月 

 

一
日
同 

 
 
 
 
 
 

第
五
百
十
二
号 

同
二
十
七
年 

十
月 

 

一
日
同 

 
 
 
 

第
二
千
百
八
十
七
号 

同
二
十
九
年 

二
月 

十
六
日
同 

 
 
 
 
 

第
二
百
七
十
一
号 

同
三
十
一
年 

一
月 

十
五
日
同 

 
 
 
 
 
 
 

第
九
十
六
号 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

令
和 

元
年 

五
月 

 

七
日
同 

 
 
 
 
 
 
 

第
三
十
二
号 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

令
和 

二
年 

三
月
三
十
一
日
同 
 
 
 
 
 

第
六
百
八
十
八
号 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

令
和 

三
年 

六
月 

一
○
日
同 

 
 
 
 
 
 
 
 

第
千
三
号 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

令
和 

六
年 

六
月 

 

五
日
同 

 
 
 
 
 
 

第
千
百
十
九
号 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

令
和 

六
年 

六
月 
 

六
日
同 

 
 
 
 
 
 

第
千
百
四
十
号 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

令
和 

七
年 

六
月 

十
九
日
同 

 
 
 
 
 
 

第
九
百
六
十
号 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

令
和 

七
年
十
二
月 

 

五
日
同 

 
 
 
 

第
千
八
百
四
十
七
号 

 

作
物
統
計
調
査
規
則
（
昭
和
四
十
六
年
農
林
省
令
第
四
十
号
）
第
三
条
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第

五
条
、
第
六
条
、
第
七
条
第
九
項
、
第
八
条
第
四
項
第
一
号
、
第
十
二
条
第
六
項
及
び
第
七
項
並
び

に
第
十
五
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
同
令
第
三
条
第
一
項
の
植
物
等
を
次
の
よ
う
に
定
め
、
昭

和
四
十
六
年
農
林
省
告
示
第
八
百
九
十
四
号
（
作
物
統
計
調
査
規
則
第
三
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の

規
定
に
基
づ
き
、
農
林
水
産
大
臣
が
告
示
で
定
め
る
植
物
等
を
定
め
る
件
）
、
昭
和
四
十
六
年
農
林

省
告
示
第
八
百
九
十
五
号
（
作
物
統
計
調
査
規
則
第
五
条
及
び
第
六
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
作
物
統

計
調
査
の
調
査
期
日
及
び
範
囲
を
定
め
る
件
）
及
び
昭
和
四
十
七
年
農
林
省
告
示
第
四
百
六
十
八
号

（
作
物
統
計
調
査
規
則
第
七
条
第
九
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
作
物
統
計
調
査
に
用
い
る
調
査
票
を
定

め
る
件
）
は
、
廃
止
す
る
。 

 
(

耕
地
に
含
ま
れ
る
牧
草
地)

 

第
一
条 

作
物
統
計
調
査
規
則
（
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。
）
第
三
条
第
二
項
の
農
林
水
産
大
臣
が



定
め
る
牧
草
地
は
、
牧
草
の
栽
培
の
用
に
供
さ
れ
る
土
地
の
う
ち
調
査
期
日
の
前
お
お
む
ね
七
年

間
に
耕
起
さ
れ
た
こ
と
が
あ
る
も
の
と
す
る
。 

 
(

調
査
期
日)

 

第
二
条 
規
則
第
五
条
の
農
林
水
産
大
臣
が
定
め
る
調
査
期
日
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
調
査
の
区

分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
各
号
に
定
め
る
期
日
と
す
る
。 

 

一 

耕
地
面
積
調
査 

毎
年
七
月
十
五
日 

 

二 

作
付
面
積
調
査 
毎
年
七
月
十
五
日
及
び
収
穫
期 

 

三 

予
想
収
穫
量
調
査 
毎
年
九
月
二
十
五
日
及
び
十
月
二
十
五
日 

 

四 

収
穫
量
調
査 

毎
年
の
収
穫
期 

 
(

調
査
の
範
囲)

 

第
三
条 

作
付
面
積
調
査
は
、
別
表
第
一
の
上
欄
に
掲
げ
る
種
類
の
作
物
ご
と
に
、
毎
年
同
表
の
中

欄
に
掲
げ
る
調
査
期
日
現
在
に
よ
っ
て
、
当
該
下
欄
に
掲
げ
る
都
道
府
県
の
区
域
に
つ
い
て
行
う
。 

２ 

規
則
第
六
条
第
二
項
の
農
林
水
産
大
臣
が
定
め
る
基
準
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す

る
種
類
の
作
物
で
あ
る
こ
と
と
す
る
。 

 

一 

食
料
・
農
業
・
農
村
基
本
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
六
号
）
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
定
め
ら
れ
た
食
料
・
農
業
・
農
村
基
本
計
画
（
令
和
七
年
四
月
十
一
日
閣
議
決
定
）
に
お

い
て
生
産
量
、
作
付
面
積
等
の
Ｋ
Ｐ
Ｉ
（
重
要
業
績
評
価
指
標
）
が
設
定
さ
れ
た
作
物
の
種
類

又
は
同
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
食
料
・
農
業
・
農
村
基
本
計
画
（
令
和
二
年
三
月
三
十

一
日
閣
議
決
定
）
に
お
い
て
生
産
努
力
目
標
が
定
め
ら
れ
た
作
物
の
種
類
（
野
菜
に
つ
い
て
生

産
量
、
作
付
面
積
等
の
Ｋ
Ｐ
Ｉ
（
重
要
業
績
評
価
指
標
）
が
設
定
さ
れ
て
い
る
場
合
に
あ
っ
て

は
野
菜
の
う
ち
野
菜
生
産
出
荷
安
定
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
一
年
政
令
第
二
百
二
十
四
号
）
第

一
条
に
規
定
す
る
種
類
及
び
野
菜
生
産
出
荷
安
定
法
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
一
年
農
林
省
令
第

三
十
六
号
）
第
八
条
に
規
定
す
る
種
類
に
限
り
、
果
樹
に
つ
い
て
生
産
量
、
作
付
面
積
等
の
Ｋ

Ｐ
Ｉ
（
重
要
業
績
評
価
指
標
）
が
設
定
さ
れ
て
い
る
場
合
に
あ
っ
て
は
果
樹
の
う
ち
果
樹
農
業

振
興
特
別
措
置
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
六
年
政
令
第
百
四
十
五
号
）
第
二
条
に
規
定
す
る
種
類

に
限
る
。
）
で
あ
る
こ
と
。 

 

二 

調
査
の
結
果
が
得
ら
れ
た
直
近
の
二
年
間
連
続
し
て
耕
種
部
門
全
体
の
生
産
額
に
占
め
る
生

産
額
の
割
合
が
一
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
で
あ
る
作
物(

前
号
に
規
定
す
る
作
物
を
除
く
。)

の
種
類

(

花
き
が
該
当
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
花
き
全
体
の
生
産
額
に
占
め
る
生
産
額
の
割
合
が
一

パ
ー
セ
ン
ト
以
上
で
あ
る
種
類
に
限
る
。)

 

３ 

予
想
収
穫
量
調
査
は
、
別
表
第
二
の
上
欄
に
掲
げ
る
種
類
の
作
物
ご
と
に
、
毎
年
同
表
の
中
欄

に
掲
げ
る
調
査
期
日
現
在
に
よ
っ
て
、
当
該
下
欄
に
掲
げ
る
都
道
府
県
の
区
域
に
つ
い
て
行
う
。 

４ 

収
穫
量
調
査
は
、
別
表
第
三
の
上
欄
に
掲
げ
る
種
類
の
作
物
ご
と
に
、
毎
年
当
該
下
欄
に
掲
げ

る
都
道
府
県
の
区
域
に
つ
い
て
行
う
。 

 
(

調
査
票
の
様
式)
 

第
四
条 

規
則
第
七
条
第
五
項
の
作
物
統
計
調
査
に
用
い
る
調
査
票
の
様
式
は
、
別
記
様
式
第
一
号

か
ら
別
記
様
式
第
二
十
五
号
ま
で
の
と
お
り
と
す
る
。 

 
(

作
況
標
本
筆
の
抽
出)

 

第
五
条 

地
方
農
政
局
長
（
北
海
道
に
あ
っ
て
は
北
海
道
農
政
事
務
所
長
、
沖
縄
県
に
あ
っ
て
は
沖

縄
総
合
事
務
局
の
農
林
水
産
セ
ン
タ
ー
の
長
）
は
、
調
査
の
結
果
が
十
分
な
精
度
を
有
す
る
よ
う



農
林
水
産
省
大
臣
官
房
統
計
部
長
（
以
下
「
統
計
部
長
」
と
い
う
。
）
が
定
め
る
基
準
に
従
っ
て
、

統
計
部
長
が
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
調
査
が
行
わ
れ
る
区
域
ご
と
に
割
り
当
て
ら
れ
た
筆
数
の
水

稲
の
栽
培
の
用
に
供
さ
れ
る
土
地
を
作
況
標
本
筆
と
し
て
抽
出
す
る
も
の
と
す
る
。 

 
(

電
磁
的
記
録
等
の
送
付
に
係
る
期
限)

 

第
六
条 

規
則
第
十
二
条
第
二
項
及
び
第
四
項
並
び
に
第
十
三
条
第
二
項
の
送
付
に
係
る
期
限
は
、

統
計
部
長
が
定
め
る
も
の
と
す
る
。 

  
 
 

附 

則 

（
平
成
十
五
年
六
月
二
十
五
日
農
林
水
産
省
告
示
第
九
百
五
十
号
） 

 

こ
の
告
示
の
適
用
の
際
現
に
あ
る
こ
の
告
示
に
よ
る
改
正
前
の
様
式
に
よ
る
用
紙
に
つ
い
て
は
、

当
分
の
間
、
こ
れ
を
取
り
繕
っ
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

  
 
 

附 

則 

（
平
成
十
八
年
三
月
二
十
九
日
農
林
水
産
省
告
示
第
四
百
三
十
七
号
） 

１ 

こ
の
告
示
は
、
平
成
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

２ 

こ
の
告
示
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
こ
の
告
示
に
よ
る
改
正
前
の
様
式
に
よ
る
用
紙
に
つ
い
て
は
、

当
分
の
間
、
こ
れ
を
取
り
繕
っ
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

  
 
 

附 

則 

（
平
成
十
八
年
八
月
三
十
日
農
林
水
産
省
告
示
第
千
二
百
十
六
号
） 

 

か
ん
し
ょ
、
て
ん
さ
い
及
び
さ
と
う
き
び
に
係
る
平
成
十
八
年
の
予
想
収
穫
量
調
査
に
つ
い
て
は
、

第
四
条
第
四
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
行
わ
な
い
も
の
と
す
る
。 

  
 
 

附 

則 

（
平
成
十
九
年
三
月
二
十
九
日
農
林
水
産
省
告
示
第
三
百
七
十
号
） 

１ 

こ
の
告
示
は
、
平
成
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

２ 

こ
の
告
示
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
こ
の
告
示
に
よ
る
改
正
前
の
様
式
に
よ
る
用
紙
に
つ
い
て
は
、

当
分
の
間
、
こ
れ
を
取
り
繕
っ
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

  
 
 
 
 
 

附 

則 

（
平
成
二
十
一
年
三
月
十
八
日
農
林
水
産
省
告
示
第
三
百
六
十
八
号
） 

 

こ
の
告
示
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
こ
の
告
示
に
よ
る
改
正
前
の
様
式
に
よ
る
調
査
票
に
つ
い
て
は
、

当
分
の
間
、
こ
れ
を
取
り
繕
っ
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

  
 
 
 
 
 

附 

則 

（
平
成
二
十
三
年
六
月
十
五
日
農
林
水
産
省
告
示
第
千
百
五
十
九
号
） 

 

こ
の
告
示
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
こ
の
告
示
に
よ
る
改
正
前
の
様
式
に
よ
る
調
査
票
に
つ
い
て
は
、

当
分
の
間
、
こ
れ
を
取
り
繕
っ
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

  
 
 
 
 
 

附 

則 

（
平
成
二
十
三
年
八
月
三
十
一
日
農
林
水
産
省
告
示
第
千
六
百
七
十
三
号
） 

 

こ
の
告
示
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
第
五
か
ら
第
十
ま
で
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
様
式
に
よ
る
用

紙
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
こ
れ
を
取
り
繕
っ
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

  
 
 
 
 
 

附 

則 

（
平
成
二
十
四
年
十
二
月
二
十
八
日
農
林
水
産
省
告
示
第
二
千
七
百
七
十
八
号
） 

１ 

こ
の
告
示
は
、
平
成
二
十
五
年
産
の
作
物
に
係
る
調
査
か
ら
適
用
す
る
も
の
と
し
、
平
成
二
十

四
年
産
の
作
物
に
係
る
調
査
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。 



２ 

こ
の
告
示
に
よ
る
改
正
前
の
別
記
様
式
第
一
号
は
、
農
林
水
産
省
大
臣
官
房
統
計
部
長
が
こ
の

告
示
に
よ
る
改
正
後
の
別
記
様
式
第
一
号
に
よ
る
こ
と
が
困
難
な
特
別
の
事
情
が
あ
る
と
認
め
る

場
合
は
、
当
分
の
間
、
こ
れ
を
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

  
 
 
 
 
 

附 
則 
（
平
成
二
十
七
年
十
月
一
日
農
林
水
産
省
告
示
第
二
千
百
八
十
七
号
） 

こ
の
告
示
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
こ
の
告
示
に
よ
る
改
正
前
の
様
式
に
よ
る
用
紙
に
つ
い
て
は
、

当
分
の
間
、
こ
れ
を
取
り
繕
っ
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

  
 
 

附 

則 

（
平
成
三
十
一
年
一
月
十
五
日
農
林
水
産
省
告
示
第
九
十
六
号
） 

１ 

こ
の
告
示
は
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

２ 

こ
の
告
示
に
よ
る
改
正
後
の
平
成
十
四
年
四
月
三
十
日
農
林
水
産
省
告
示
第
千
四
号
の
規
定
は
、

平
成
三
十
一
年
産
の
作
物
に
係
る
調
査
か
ら
適
用
し
、
平
成
三
十
年
産
の
作
物
に
係
る
調
査
に
つ

い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。 

  
 
 

附 

則 

（
令
和
元
年
五
月
七
日
農
林
水
産
省
告
示
第
三
十
二
号
） 

１ 

こ
の
告
示
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

２ 

こ
の
告
示
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
こ
の
告
示
に
よ
る
改
正
前
の
様
式
（
次
項
に
お
い
て
「
旧
様

式
」
と
い
う
。
）
に
よ
り
使
用
さ
れ
て
い
る
書
類
は
、
こ
の
告
示
に
よ
る
改
正
後
の
様
式
に
よ
る

も
の
と
み
な
す
。 

３ 

こ
の
告
示
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
旧
様
式
に
よ
る
用
紙
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
こ
れ
を
取

り
繕
っ
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

  
 
 

附 

則
（
令
和
二
年
三
月
三
十
一
日
農
林
水
産
省
告
示
第
六
百
八
十
八
号
） 

こ
の
告
示
に
よ
る
改
正
後
の
平
成
十
四
年
四
月
三
十
日
農
林
水
産
省
告
示
第
千
四
号
の
規
定
は
、

令
和
二
年
産
の
作
物
に
係
る
調
査
か
ら
適
用
し
、
令
和
元
年
産
の
作
物
に
係
る
調
査
に
つ
い
て
は
、

な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。 

  
 
 

附 

則
（
令
和
三
年
六
月
一
○
日
農
林
水
産
省
告
示
第
千
三
号
） 

こ
の
告
示
は
、
令
和
四
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
三
条
第
一
項
第
三
号
及
び
第

四
号
の
改
正
規
定
、
第
六
条
の
改
正
規
定
（
同
条
を
第
五
条
と
す
る
部
分
を
除
く
。
）
、
別
表
第
一

か
ら
別
表
第
四
ま
で
の
改
正
規
定
（
別
表
第
一
の
改
正
規
定
の
う
ち
「
第
四
条
第
一
項
」
を
「
第
三

条
第
一
項
」
に
改
め
る
部
分
、
別
表
第
二
の
改
正
規
定
の
う
ち
「
第
四
条
第
三
項
」
を
「
第
三
条
第

三
項
」
に
改
め
る
部
分
、
別
表
第
三
の
改
正
規
定
の
う
ち
「
第
四
条
第
四
項
」
を
「
第
三
条
第
四

項
」
に
改
め
る
部
分
及
び
別
表
第
四
の
う
ち
「
第
四
条
第
五
項
」
を
「
第
三
条
第
五
項
」
に
改
め
る

部
分
を
除
く
。
）
並
び
に
別
記
様
式
第
七
号
の
改
正
規
定
は
、
令
和
三
年
六
月
十
五
日
か
ら
施
行
す

る
。 

 
 

 
 

附 

則
（
令
和
六
年
六
月
五
日
農
林
水
産
省
告
示
第
千
百
十
九
号
） 

 

こ
の
告
示
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 



 
 
 

附 

則
（
令
和
六
年
六
月
六
日
農
林
水
産
省
告
示
第
千
百
四
十
号
） 

 
（
施
行
期
日
） 

１ 
こ
の
告
示
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

（
経
過
措
置
） 

２ 

こ
の
告
示
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
こ
の
告
示
に
よ
る
改
正
前
の
様
式
に
よ
る
用
紙
に
つ
い
て
は
、

当
分
の
間
、
こ
れ
を
取
り
繕
っ
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

附 

則
（
令
和
七
年
六
月
十
九
日
農
林
水
産
省
告
示
第
九
百
六
十
号
） 

（
施
行
期
日
） 

１ 

こ
の
告
示
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

（
全
国
の
区
域
を
対
象
と
す
る
調
査
に
関
す
る
経
過
措
置
） 

２ 

こ
の
告
示
の
施
行
後
初
め
て
行
わ
れ
る
全
国
の
区
域
を
対
象
と
す
る
調
査
に
つ
い
て
の
別
表
第

一
及
び
別
表
第
三
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
別
表
第
一
の
下
欄
中
「
五
年
ご
と
に
」
と
あ
る

の
は
、
上
欄
に
定
め
る
作
物
が
「
キ
ャ
ベ
ツ
、
き
ゅ
う
り 

、
さ
と
い
も
、
だ
い
こ
ん
、
た
ま
ね

ぎ
、
ト
マ
ト
、
な
す
、
に
ん
じ
ん
、
ね
ぎ
、
は
く
さ
い
、
ば
れ
い
し
ょ
、
ピ
ー
マ
ン
、
ほ
う
れ
ん

そ
う
、
レ
タ
ス
（
サ
ラ
ダ
菜
を
除
く
。
）
、
ア
ス
パ
ラ
ガ
ス
、
い
ち
ご
、
え
だ
ま
め
、
か
ぶ
、
か

ぼ
ち
ゃ
、
カ
リ
フ
ラ
ワ
ー
、
グ
リ
ー
ン
ピ
ー
ス
、
ご
ぼ
う
、
こ
ま
つ
な
、
さ
や
い
ん
げ
ん
、
さ
や

え
ん
ど
う
、
し
ゅ
ん
ぎ
く
、
し
ょ
う
が
、
す
い
か
、
ス
イ
ー
ト
コ
ー
ン
、
セ
ル
リ
ー
、
そ
ら
ま
め
、

ち
ん
げ
ん
さ
い
、
に
ら
、
に
ん
に
く
、
ふ
き
、
ブ
ロ
ッ
コ
リ
ー
、
み
ず
な
、
み
つ
ば
、
メ
ロ
ン
、

や
ま
の
い
も
及
び
れ
ん
こ
ん
」
又
は
「
花
き
」
の
場
合
に
あ
っ
て
は
「
令
和
七
年
産
の
作
物
に
係

る
調
査
に
あ
っ
て
は
」
と
し
、
上
欄
に
定
め
る
作
物
が
「
茶
」
、
「
み
か
ん
、
そ
の
他
か
ん
き
つ

類
、
り
ん
ご
、
ぶ
ど
う
、
日
本
な
し
、
西
洋
な
し
、
も
も
、
お
う
と
う
、
び
わ
、
か
き
、
く
り
、

う
め
、
す
も
も
、
キ
ウ
イ
フ
ル
ー
ツ
及
び
パ
イ
ン
ア
ッ
プ
ル
」
、
「
陸
稲
、
か
ん
し
ょ
及
び
え
ん

麦
（
緑
肥
用
）
」
又
は
「
牧
草
、
青
刈
り
と
う
も
ろ
こ
し
、
ソ
ル
ゴ
ー
そ
の
他
飼
料
作
物
」
の
場

合
に
あ
っ
て
は
「
令
和
八
年
産
の
作
物
に
係
る
調
査
に
あ
っ
て
は
」
と
し
、
別
表
第
三
の
下
欄
中

「
五
年
ご
と
に
」
と
あ
る
の
は
、
上
欄
に
定
め
る
作
物
が
「
キ
ャ
ベ
ツ
、
き
ゅ
う
り
、
さ
と
い
も
、

だ
い
こ
ん
、
た
ま
ね
ぎ
、
ト
マ
ト
、
な
す
、
に
ん
じ
ん
、
ね
ぎ
、
は
く
さ
い
、
ば
れ
い
し
ょ
、
ピ

ー
マ
ン
、
ほ
う
れ
ん
そ
う
、
レ
タ
ス
（
サ
ラ
ダ
菜
を
除
く
。
）
、
ア
ス
パ
ラ
ガ
ス
、
い
ち
ご
、
え

だ
ま
め
、
か
ぶ
、
か
ぼ
ち
ゃ
、
カ
リ
フ
ラ
ワ
ー
、
グ
リ
ー
ン
ピ
ー
ス
、
ご
ぼ
う
、
こ
ま
つ
な
、
さ

や
い
ん
げ
ん
、
さ
や
え
ん
ど
う
、
し
ゅ
ん
ぎ
く
、
し
ょ
う
が
、
す
い
か
、
ス
イ
ー
ト
コ
ー
ン
、
セ

ル
リ
ー
、
そ
ら
ま
め
、
ち
ん
げ
ん
さ
い
、
に
ら
、
に
ん
に
く
、
ふ
き
、
ブ
ロ
ッ
コ
リ
ー
、
み
ず
な
、

み
つ
ば
、
メ
ロ
ン
、
や
ま
の
い
も
及
び
れ
ん
こ
ん
」
又
は
「
花
き
」
の
場
合
に
あ
っ
て
は
「
令
和

七
年
産
の
作
物
に
係
る
調
査
に
あ
っ
て
は
」
と
し
、
上
欄
に
定
め
る
作
物
が
「
陸
稲
及
び
か
ん
し

ょ
」
、
「
牧
草
、
青
刈
り
と
う
も
ろ
こ
し
及
び
ソ
ル
ゴ
ー
」
、
「
茶
」
又
は
「
み
か
ん
、
り
ん
ご
、

ぶ
ど
う
、
日
本
な
し
、
西
洋
な
し
、
も
も
、
お
う
と
う
、
び
わ
、
か
き
、
く
り
、
う
め
、
す
も
も

及
び
キ
ウ
イ
フ
ル
ー
ツ
」
の
場
合
に
あ
っ
て
は
「
令
和
八
年
産
の
作
物
に
係
る
調
査
に
あ
っ
て

は
」
と
す
る
。 

（
令
和
七
年
産
の
作
物
に
係
る
調
査
に
関
す
る
経
過
措
置
） 

３ 

令
和
七
年
産
の
作
物
に
係
る
調
査
に
お
い
て
用
い
る
調
査
票
の
様
式
は
、
こ
の
告
示
に
よ
る
改

正
後
の
平
成
十
四
年
農
林
水
産
省
告
示
第
千
四
号
第
四
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
様
式
と



す
る
。 

  
 
 

附 

則
（
令
和
七
年
十
二
月
五
日
農
林
水
産
省
告
示
第
千
八
百
四
十
七
号
） 

 

（
施
行
期
日
） 

１ 

こ
の
告
示
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

（
経
過
措
置
） 

２ 

こ
の
告
示
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
こ
の
告
示
に
よ
る
改
正
前
の
様
式
に
よ
る
用
紙
に
つ
い
て
は
、

当
分
の
間
、
こ
れ
を
取
り
繕
っ
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

  



別
表
第
一
（
第
三
条
第
一
項
関
係
） 

作
付
面
積
調
査 

 

花
き 

  
 

花
き
全
体
の
生
産
額
に
占
め
る
生
産
額
の
シ
ェ
ア
が
一
パ
ー
セ
ン

ト
以
上
の
種
類
に
つ
い
て
、
統
計
部
長
が
定
め
る
。 

さ
と
う
き
び 

て
ん
さ
い 

キ
ャ
ベ
ツ
、
き
ゅ
う
り 

、
さ
と
い
も
、
だ
い
こ
ん
、
た
ま
ね
ぎ
、
ト
マ

ト
、
な
す
、
に
ん
じ
ん
、
ね
ぎ
、
は
く
さ
い
、
ば
れ
い
し
ょ
、
ピ
ー
マ

ン
、
ほ
う
れ
ん
そ
う
、
レ
タ
ス
（
サ
ラ
ダ
菜
を
除
く
。）
、
ア
ス
パ
ラ
ガ

ス
、
い
ち
ご
、
え
だ
ま
め
、
か
ぶ
、
か
ぼ
ち
ゃ
、
カ
リ
フ
ラ
ワ
ー
、
グ

リ
ー
ン
ピ
ー
ス
、
ご
ぼ
う
、
こ
ま
つ
な
、
さ
や
い
ん
げ
ん
、
さ
や
え
ん

ど
う
、
し
ゅ
ん
ぎ
く
、
し
ょ
う
が
、
す
い
か
、
ス
イ
ー
ト
コ
ー
ン
、
セ

ル
リ
ー
、
そ
ら
ま
め
、
ち
ん
げ
ん
さ
い
、
に
ら
、
に
ん
に
く
、
ふ
き
、

ブ
ロ
ッ
コ
リ
ー
、
み
ず
な
、
み
つ
ば
、
メ
ロ
ン
、
や
ま
の
い
も
及
び
れ

ん
こ
ん 

牧
草
、
青
刈
り
と
う
も
ろ
こ
し
、
ソ
ル
ゴ
ー
そ
の
他
飼
料
作
物
（
そ
の

他
飼
料
作
物
に
あ
っ
て
は
、
全
国
の
区
域
を
調
査
す
る
年
に
調
査
す

る
。
） 

陸
稲
、
か
ん
し
ょ
及
び
え
ん
麦
（
緑
肥
用
） 

小
麦
、
二
条
大
麦
、
六
条
大
麦
、
は
だ
か
麦
、
そ
ば
及
び
な
た
ね 

大
豆 

み
か
ん
、
そ
の
他
か
ん
き
つ
類
、
り
ん
ご
、
ぶ
ど
う
、
日
本
な
し
、
西

洋
な
し
、
も
も
、
お
う
と
う
、
び
わ
、
か
き
、
く
り
、
う
め
、
す
も
も
、

キ
ウ
イ
フ
ル
ー
ツ
及
び
パ
イ
ン
ア
ッ
プ
ル 

茶 

作 
 

 

物 

収 

穫 

期 

収 

穫 

期 

収 

穫 

期 

収 

穫 

期 

収 

穫 

期 

収 

穫 

期 

収 

穫 

期 

収
穫
期 

収
穫
期 

七
月
十
五
日 

調 

査 

期 

日 

調
査
対
象
品
目
ご
と
に
全
国
作
付
面
積
の
お
お
む
ね
八
割
を
占
め
る
ま
で
の
上
位
都

道
府
県
の
区
域
と
し
、
都
道
府
県
は
統
計
部
長
が
定
め
る
。 

た
だ
し
、
五
年
ご
と
に
全
国
の
区
域
と
す
る
。 

鹿
児
島
県
及
び
沖
縄
県
の
区
域 

北
海
道
の
区
域 

全
国
作
付
面
積
の
お
お
む
ね
八
割
を
占
め
る
ま
で
の
上
位
都
道
府
県
、
当
該
作
物
ご
と

に
畑
作
物
共
済
事
業
を
実
施
す
る
都
道
府
県
及
び
当
該
作
物
ご
と
に
特
定
野
菜
等
供

給
産
地
育
成
価
格
差
補
給
事
業
を
実
施
す
る
都
道
府
県
（
野
菜
生
産
出
荷
安
定
法
（
昭

和
四
十
一
年
法
律
第
百
三
号
）
第
二
条
の
規
定
に
基
づ
く
指
定
野
菜
に
あ
っ
て
は
、
同

法
第
四
条
第
一
項
の
指
定
を
受
け
た
野
菜
指
定
産
地
を
含
む
都
道
府
県
を
含
む
。
）
の

区
域
と
し
、
都
道
府
県
は
統
計
部
長
が
定
め
る
。 

た
だ
し
、
五
年
ご
と
に
全
国
の
区
域
と
す
る
。 

全
国
作
付
面
積
の
お
お
む
ね
八
割
を
占
め
る
ま
で
の
上
位
都
道
府
県
及
び
農
業
競
争

力
強
化
基
盤
整
備
事
業
の
う
ち
飼
料
作
物
に
係
る
も
の
を
実
施
す
る
都
道
府
県
の
区

域
と
し
、
都
道
府
県
は
統
計
部
長
が
定
め
る
。 

た
だ
し
、
五
年
ご
と
に
全
国
の
区
域
と
す
る
。 

全
国
作
付
面
積
の
お
お
む
ね
八
割
を
占
め
る
ま
で
の
上
位
都
道
府
県
の
区
域
と
し
、
都

道
府
県
は
統
計
部
長
が
定
め
る
。 

た
だ
し
、
五
年
ご
と
に
全
国
の
区
域
と
す
る
。 

全
国
の
区
域 

全
国
の
区
域 

全
国
栽
培
面
積
の
お
お
む
ね
八
割
を
占
め
る
ま
で
の
上
位
都
道
府
県
及
び
当
該
作
物

ご
と
に
果
樹
共
済
事
業
を
実
施
す
る
都
道
府
県
の
区
域
と
し
、
都
道
府
県
は
統
計
部
長

が
定
め
る
。 

た
だ
し
、
五
年
ご
と
に
全
国
の
区
域
と
す
る
。 

全
国
栽
培
面
積
の
お
お
む
ね
八
割
を
占
め
る
ま
で
の
上
位
都
道
府
県
及
び
茶
に
係
る

畑
作
物
共
済
事
業
を
実
施
す
る
都
道
府
県
の
区
域
と
し
、
都
道
府
県
は
統
計
部
長
が
定

め
る
。 

た
だ
し
、
五
年
ご
と
に
全
国
の
区
域
と
す
る
。 

区 
 

 
 

 
 

域 



別
表
第
二
（
第
三
条
第
三
項
関
係
）
予
想
収
穫
量
調
査 

                                    

水
稲 

作 
 

 

物 

九
月
二
十
五
日
及
び
十

月
二
十
五
日 

調 

査 

期 

日 

全
国
の
区
域 

区 
 

 
 

 
 

域 



別
表
第
三
（
第
三
条
第
四
項
関
係
）
収
穫
量
調
査 

 

花
き 

  

花
き
全
体
の
生
産
額
に
占
め
る
生
産
額
の
シ
ェ
ア
が
一
パ
ー
セ
ン

ト
以
上
の
種
類
に
つ
い
て
、
統
計
部
長
が
定
め
る
。 

さ
と
う
き
び 

て
ん
さ
い 

キ
ャ
ベ
ツ
、
き
ゅ
う
り
、
さ
と
い
も
、
だ
い
こ
ん
、
た
ま
ね
ぎ
、
ト
マ

ト
、
な
す
、
に
ん
じ
ん
、
ね
ぎ
、
は
く
さ
い
、
ば
れ
い
し
ょ
、
ピ
ー
マ

ン
、
ほ
う
れ
ん
そ
う
、
レ
タ
ス
（
サ
ラ
ダ
菜
を
除
く
。）
、
ア
ス
パ
ラ
ガ

ス
、
い
ち
ご
、
え
だ
ま
め
、
か
ぶ
、
か
ぼ
ち
ゃ
、
カ
リ
フ
ラ
ワ
ー
、
グ

リ
ー
ン
ピ
ー
ス
、
ご
ぼ
う
、
こ
ま
つ
な
、
さ
や
い
ん
げ
ん
、
さ
や
え
ん

ど
う
、
し
ゅ
ん
ぎ
く
、
し
ょ
う
が
、
す
い
か
、
ス
イ
ー
ト
コ
ー
ン
、
セ

ル
リ
ー
、
そ
ら
ま
め
、
ち
ん
げ
ん
さ
い
、
に
ら
、
に
ん
に
く
、
ふ
き
、

ブ
ロ
ッ
コ
リ
ー
、
み
ず
な
、
み
つ
ば
、
メ
ロ
ン
、
や
ま
の
い
も
及
び
れ

ん
こ
ん 

パ
イ
ン
ア
ッ
プ
ル 

み
か
ん
、
り
ん
ご
、
ぶ
ど
う
、
日
本
な
し
、
西
洋
な
し
、
も
も
、
お
う

と
う
、
び
わ
、
か
き
、
く
り
、
う
め
、
す
も
も
及
び
キ
ウ
イ
フ
ル
ー
ツ 

茶 

    

牧
草
、
青
刈
り
と
う
も
ろ
こ
し
及
び
ソ
ル
ゴ
ー 

陸
稲
及
び
か
ん
し
ょ 

水
稲
、
小
麦
、
二
条
大
麦
、
六
条
大
麦
、
は
だ
か
麦
、
大
豆
、
そ
ば
及

び
な
た
ね 

作 
 

 

物 

調
査
対
象
品
目
ご
と
に
全
国
作
付
面
積
の
お
お
む
ね
八
割
を
占
め
る
ま
で
の
上
位
都

道
府
県
の
区
域
と
し
、
都
道
府
県
は
統
計
部
長
が
定
め
る
。 

た
だ
し
、
五
年
ご
と
に
全
国
の
区
域
と
す
る
。 

鹿
児
島
県
及
び
沖
縄
県
の
区
域 

北
海
道
の
区
域 

全
国
作
付
面
積
の
お
お
む
ね
八
割
を
占
め
る
ま
で
の
上
位
都
道
府
県
、
当
該
作
物
ご
と

に
畑
作
物
共
済
事
業
を
実
施
す
る
都
道
府
県
及
び
当
該
作
物
ご
と
に
特
定
野
菜
等
供

給
産
地
育
成
価
格
差
補
給
事
業
を
実
施
す
る
都
道
府
県
（
野
菜
生
産
出
荷
安
定
法
第
二

条
の
規
定
に
基
づ
く
指
定
野
菜
に
あ
っ
て
は
、
同
法
第
四
条
第
一
項
の
指
定
を
受
け
た

野
菜
指
定
産
地
を
含
む
都
道
府
県
を
含
む
。）
の
区
域
と
し
、
都
道
府
県
は
統
計
部
長
が

定
め
る
。 

た
だ
し
、
五
年
ご
と
に
全
国
の
区
域
と
す
る
。 

沖
縄
県
の
区
域 

全
国
栽
培
面
積
の
お
お
む
ね
八
割
を
占
め
る
ま
で
の
上
位
都
道
府
県
及
び
当
該
作
物

ご
と
に
果
樹
共
済
事
業
を
実
施
す
る
都
道
府
県
の
区
域
と
し
、
都
道
府
県
は
統
計
部
長

が
定
め
る
。 

た
だ
し
、
五
年
ご
と
に
全
国
の
区
域
と
す
る
。 

全
国
栽
培
面
積
の
お
お
む
ね
八
割
を
占
め
る
ま
で
の
上
位
都
道
府
県
及
び
茶
に
係
る

畑
作
物
共
済
事
業
を
実
施
す
る
都
道
府
県
の
区
域
と
し
、
都
道
府
県
は
統
計
部
長
が
定

め
る
。 

た
だ
し
、
五
年
ご
と
に
全
国
の
区
域
と
す
る
。 

全
国
作
付
面
積
の
お
お
む
ね
八
割
を
占
め
る
ま
で
の
上
位
都
道
府
県
及
び
農
業
競
争

力
強
化
基
盤
整
備
事
業
の
う
ち
飼
料
作
物
に
係
る
も
の
を
実
施
す
る
都
道
府
県
の
区

域
と
し
、
都
道
府
県
は
統
計
部
長
が
定
め
る
。 

た
だ
し
、
五
年
ご
と
に
全
国
の
区
域
と
す
る
。 

全
国
作
付
面
積
の
お
お
む
ね
八
割
を
占
め
る
ま
で
の
上
位
都
道
府
県
の
区
域
と
し
、
都

道
府
県
は
統
計
部
長
が
定
め
る
。 

た
だ
し
、
五
年
ご
と
に
全
国
の
区
域
と
す
る
。 

全
国
の
区
域 

区 
 

 
 

 
 

域 


